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(57)【要約】
【課題】先端が針状に形成された細胞採取器具を用いた
場合に、少量の細胞であっても好適に回収できるマイク
ロチューブを提供すること。
【解決手段】一端側に開口部１１が形成されると共に他
端側に閉鎖された底部１２が形成された筒状の容器本体
１０と、容器本体１０に取り付けられ開口部１１を密閉
する蓋体３０と、を備えるマイクロチューブ１であって
、容器本体１０の底部１２の内面は、半径０．８ｍｍ以
下の凹曲面に形成される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端側に開口部が形成されると共に他端側に閉鎖された底部が形成された筒状の容器本
体と、該容器本体に取り付けられ前記開口部を密閉する蓋体と、を備えるマイクロチュー
ブであって、
　前記容器本体の前記底部の内面は、半径０．８ｍｍ以下の凹曲面に形成されるマイクロ
チューブ。
【請求項２】
　前記容器本体の内面は、前記底部の内面に連続すると共に該容器本体の軸方向に対して
所定角度傾斜したテーパ面部を含み、該テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角度は、
１０°以下である請求項１に記載のマイクロチューブ。
【請求項３】
　前記テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角度は、７．５°以下である請求項２に記
載のマイクロチューブ。
【請求項４】
　前記テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角度は、５°以上である請求項２又は３に
記載のマイクロチューブ。
【請求項５】
　前記容器本体の内面は、前記テーパ面部に連続すると共に該容器本体の軸方向に対して
該テーパ面部のテーパ角度よりも大きな角度傾斜した第２テーパ面部を更に含む請求項２
～４のいずれかに記載のマイクロチューブ。
【請求項６】
　前記容器本体の外面から該容器本体の軸方向における前記底部側に延出する脚部を更に
備え、自立可能な請求項１～５のいずれかに記載のマイクロチューブ。
【請求項７】
　前記容器本体の容量は、５００μＬ～１５００μＬである請求項１～６のいずれかに記
載のマイクロチューブ。
【請求項８】
　前記容器本体は、前記開口部側の外周面に形成された雄ねじ部を含み、
　前記蓋体は、内周面に前記雄ねじ部に螺合可能な雌ねじ部が形成されたキャップにより
構成される請求項１～７のいずれかに記載のマイクロチューブ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のマイクロチューブと、
　前記容器本体の上部に接続可能なチューブ接続部、及び該チューブ接続部が前記容器本
体に接続された状態で該容器本体の軸方向に沿って延び前記開口部を介して前記容器本体
の内部に連通する筒状部を有する細胞回収補助具と、を備える細胞収容回収器具セット。
【請求項１０】
　一端側に開口部が形成されると共に他端側に閉鎖された底部が形成された筒状の容器本
体と、該容器本体に取り付けられ前記開口部を密閉する蓋体と、を備えるマイクロチュー
ブに取り付けられ前記容器本体に収容された細胞の回収を補助する細胞回収補助具であっ
て、
　前記容器本体の上部に接続可能なチューブ接続部と、
　前記チューブ接続部が前記容器本体に接続された状態で該容器本体の軸方向に沿って延
び前記開口部を介して前記容器本体の内部に連通する筒状部と、を備える細胞回収補助具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞等を収容するマイクロチューブ、細胞収容回収器具セット、及び細胞回
収補助具に関する。より詳細には、先端が針状に形成された細胞採取器具を用いた場合に
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細胞を好適に回収できるマイクロチューブ、細胞収容回収器具セット、及び細胞回収補助
具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、再生医療においては、体外で培養したヒトや動物の細胞を移植することで組織の
再生を促進させるという研究が行われており、一部では実用化もされている。このような
細胞は、少量（例えば、５００μＬ～１５００μＬ）の液体を収容可能なマイクロチュー
ブに収容された状態で保管及び搬送される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１３０７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、培養した細胞を移植する場合には、遠心分離によりマイクロチューブの下部に
集めた細胞を、注射針のような先端が針状に形成された細胞採取器具を用いて回収した後
、体内の所定の部位に細胞を注入する。このように、先端の細い針を用いた場合、従来の
マイクロチューブでは、下部に集められた細胞を残さずに回収することが困難であった。
　特に、脳外科の分野等においては、細胞を脳の深部に移植するために長針を用いて細胞
の回収が用いられるが、マイクロチューブに収容された少量の細胞を、長針を用いて残さ
ず回収することは極めて困難であった。
【０００５】
　従って、本発明は、先端が針状に形成された細胞採取器具を用いた場合に、少量の細胞
であっても好適に回収できるマイクロチューブ、細胞収容回収器具セット、及び細胞回収
補助具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、一端側に開口部が形成されると共に他端側に閉鎖された底部が形成された筒
状の容器本体と、該容器本体に取り付けられ前記開口部を密閉する蓋体と、を備えるマイ
クロチューブであって、前記容器本体の前記底部の内面は、半径０．８ｍｍ以下の凹曲面
に形成されるマイクロチューブに関する。
【０００７】
　また、前記容器本体の内面は、前記底部の内面に連続すると共に該容器本体の軸方向に
対して所定角度傾斜したテーパ面部を含み、該テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角
度は、１０°以下であることが好ましい。
【０００８】
　また、前記テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角度は、７．５°以下であることが
好ましい。
【０００９】
　また、前記テーパ面部の前記軸方向に対するテーパ角度は、５°以上であることが好ま
しい。
【００１０】
　また、マイクロチューブは、前記容器本体の外面から該容器本体の軸方向における前記
底部側に延出する脚部を更に備え、自立可能であることが好ましい。
【００１１】
　また、前記容器本体の内面は、前記テーパ面部に連続すると共に該容器本体の軸方向に
対して該テーパ面部のテーパ角度よりも大きな角度傾斜した第２テーパ面部を更に含むこ
とが好ましい。
【００１２】
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　また、前記容器本体の容量は、５００μＬ～１５００μＬであることが好ましい。
【００１３】
　また、前記容器本体は、前記開口部側の外周面に形成された雄ねじ部を含み、前記蓋体
は、内周面に前記雄ねじ部に螺合可能な雌ねじ部が形成されたキャップにより構成される
ことが好ましい。
【００１４】
　また、本発明は、上述のいずれかに記載のマイクロチューブと、前記容器本体の上部に
接続可能なチューブ接続部、及び該チューブ接続部が前記容器本体に接続された状態で該
容器本体の軸方向に沿って延び前記開口部を介して前記容器本体の内部に連通する筒状部
を有する細胞回収補助具と、を備える細胞収容回収器具セットに関する。
【００１５】
　また、本発明は、一端側に開口部が形成されると共に他端側に閉鎖された底部が形成さ
れた筒状の容器本体と、該容器本体に取り付けられ前記開口部を密閉する蓋体と、を備え
るマイクロチューブに取り付けられ前記容器本体に収容された細胞の回収を補助する細胞
回収補助具であって、前記容器本体の上部に接続可能なチューブ接続部と、前記チューブ
接続部が前記容器本体に接続された状態で該容器本体の軸方向に沿って延び前記開口部を
介して前記容器本体の内部に連通する筒状部と、を備える細胞回収補助具に関する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、先端が針状に形成された細胞採取器具を用いて少量の細胞を好適に回
収できるマイクロチューブ、細胞収容回収器具セット、及び細胞回収補助具を提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態に係るマイクロチューブを示す斜視図である。
【図２】第１実施形態のマイクロチューブを示す分解斜視図である。
【図３】第１実施形態のマイクロチューブの縦断面を示す斜視図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線断面を示す図である。
【図５】図４の部分拡大図である。
【図６】本発明の細胞回収補助具の一実施形態を示す斜視図である。
【図７】細胞回収補助具をマイクロチューブの容器本体に接続した状態を示す斜視図であ
る。
【図８】図７の縦断面図である。
【図９】細胞回収補助具を接続した容器本体から細胞を回収している状態を示す斜視図で
ある。
【図１０】本発明の第２実施形態に係るマイクロチューブを示す断面図であり、図４に対
応する図である。
【図１１】図１０の部分拡大図である。
【図１２】細胞回収補助具及びマイクロチューブの変形例を示す斜視図であり、細胞回収
補助具とマイクロチューブとを分離した状態を示す図である。
【図１３】細胞回収補助具及びマイクロチューブの変形例を示す斜視図であり、細胞回収
補助具をマイクロチューブの容器本体に接続した状態を示す図である。
【図１４】細胞回収補助具の他の実施形態１を示す斜視図である。
【図１５】細胞回収補助具の他の実施形態２を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明のマイクロチューブの好ましい各実施形態について、図面を参照しながら
説明する。本発明のマイクロチューブは、再生医療において移植に用いられる細胞を含む
液体を収容する場合に使用される。より具体的には、マイクロチューブは、最大容量が５
００μＬ～１５００μＬに構成される。
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【００１９】
　第１実施形態のマイクロチューブ１は、図１及び図２に示すように、容器本体１０と、
脚部２０と、蓋体としてのキャップ３０と、を備える。
　容器本体１０は、一端側（上端側）に開口部１１が形成されると共に他端側に閉鎖され
た底部１２が形成された筒状に構成される。この容器本体１０の内面１３は、図３及び図
４に示すように、凹面部１３１と、テーパ面部１３２と、円筒面部１３３と、を含んで構
成される。
【００２０】
　凹面部１３１は、容器本体１０の底部１２の内面を構成する。凹面部１３１は、図５に
示すように、半径Ｒが０．８ｍｍ以下の凹曲面に形成される。本発明では、凹面部１３１
を、半径Ｒが０．８ｍｍ以下の凹曲面に形成することで、マイクロチューブ１に収容され
た細胞を注射針のような先端が針状に形成された細胞採取器具を用いて効果的に回収（採
取）できる。
　凹面部１３１の半径Ｒは、先端が針状に形成された細胞採取器具による細胞の回収率を
高める観点から、０．５ｍｍ以下であることが好ましく、０．２５ｍｍ以下であることが
より好ましい。また、凹面部１３１の半径Ｒは、細胞採取器具の先端が凹面部１３１に密
着することで細胞の回収を阻害することを防ぐ観点から、０．１ｍｍ以上であることが好
ましい。
　第１実施形態では、凹面部１３１の半径Ｒは、０．２５ｍｍに設定されている。
【００２１】
　テーパ面部１３２は、凹面部１３１（底部１２の内面）に連続すると共に容器本体１０
の軸方向ＬＤに対して所定角度傾斜している。言い換えれば、テーパ面部１３２は、凹面
部１３１の上部に配置された円錐面状に形成される。テーパ面部１３２の軸方向ＬＤに対
するテーパ角度θは、マイクロチューブ１の底部１２側に集められた場合における細胞層
の高さ（厚さ）を好適に確保し、先端が針状に形成された細胞採取器具による細胞の回収
を容易にする観点から、１０°以下であることが好ましく、７．５°以下であることがよ
り好ましい。また、テーパ面部１３２の軸方向ＬＤに対するテーパ角度θは、細胞採取器
具の先端がテーパ面部１３２に密着することで細胞の回収を阻害することを防ぐ観点から
、５°以上であることが好ましい。
　第１実施形態では、テーパ面部１３２の軸方向ＬＤに対するテーパ角度θは、７°に設
定されている。
【００２２】
　円筒面部１３３は、容器本体１０における一端側に配置される。円筒面部１３３は、容
器本体１０の内径がテーパ面部１３２の上端部（開口部１１側の端部）における容器本体
１０の内径と同一の円周面に形成される。
【００２３】
　容器本体１０の外面には、雄ねじ部１４及び容器リブ部１５が形成される。
　雄ねじ部１４は、容器本体１０の開口部１１側の外面に形成される。容器リブ部１５は
、容器本体１０における雄ねじ部１４よりも底部１２側に配置される。容器リブ部１５は
、容器本体１０の外面の一部が容器本体１０の全周に亘って突出して形成される。
【００２４】
　脚部２０は、容器本体１０の外面から容器本体１０の軸方向ＬＤにおける底部１２側に
延出する。第１実施形態では、脚部２０は、容器本体１０の外周面から底部１２側に向か
って円筒状に延びて形成される。脚部２０の先端部の位置は、図４に示すように、容器本
体１０の底部１２よりも先端側に位置する。また、脚部２０の先端面は、マイクロチュー
ブ１の軸方向ＬＤに直交する平面状に形成される。これにより、マイクロチューブ１は、
底部１２を下方に向けた状態で脚部２０により自立可能に構成される。
【００２５】
　第１実施形態では、容器本体１０及び脚部２０は、合成樹脂部材を一体成形して形成さ
れる。容器本体１０及び脚部２０は、収容された細胞を視認可能とする観点から透明性を
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有する材料から構成することが好ましく、また、比較的剛性の大きい材料から構成される
ことが好ましい。容器本体１０を構成する材料としては、具体的には、ポリカーボネート
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリメチルペンテン、メタクリル、Ａ
ＢＳ樹脂（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）、ＰＥＴ樹脂（ポリエチ
レンテレフタレート）、ポリ塩化ビニル等の合成樹脂が挙げられる。
　また、容器本体１０の開口部１１における直径（内径）は、好ましくは６ｍｍ～１０ｍ
ｍであり、容器本体１０の高さは、好ましくは３０ｍｍ～７０ｍｍである。
【００２６】
　キャップ３０は、容器本体１０に取り付けられ開口部１１を密閉する。本実施形態では
、キャップ３０は、容器本体１０とは別体に構成される。キャップ３０は、内周面に、容
器本体１０の雄ねじ部１４に螺合可能な雌ねじ部３１が形成された一端側が閉鎖された円
筒状に構成される。
　キャップ３０は、容器本体１０と同様の材料により構成できる。
【００２７】
　以上説明した第１実施形態のマイクロチューブ１は、再生医療において、培養した細胞
を生体に移植する場合に好適に用いられる。具体的には、培養した細胞を生体に移植する
場合、移植に用いられる細胞は、他の液性成分（培養液等）と共にマイクロチューブ１に
収容され、キャップ３０を容器本体１０に取り付けた状態で遠心分離器にかけられる。こ
れにより、細胞は、マイクロチューブ１（容器本体１０）の底部１２（凹面部１３１近傍
）に集められ、液性成分と分離される。
【００２８】
　次いで、キャップ３０を容器本体１０から取り外し、底部１２に集められた細胞を、細
胞採取器具を用いて回収する。細胞の移植を行う場合には、回収した細胞を生体内の所定
の部位に注入するため、注射針のような先端が針状に形成された細胞採取器具が用いられ
る。
【００２９】
　ここで、従来のような底部の内面が平面状に形成されたマイクロチューブや底部の内面
が凹曲面で形成されているものの凹曲面の半径Ｒが０．８ｍｍを超えるような曲率の小さ
いマイクロチューブの場合には、マイクロピペットのような先端が針状に形成されていな
い細胞採取器具を用いた場合には、細胞をそれなりに好適に回収できる。しかしながら、
先端が針状に形成された細胞採取器具を用いた場合には、このような従来のマイクロチュ
ーブでは、細胞を残さず回収することは困難であった。
　そこで、第１実施形態では、容器本体１０の底部１２の内面である凹面部１３１を、半
径０．８ｍｍ以下の凹曲面に形成した。これにより、マイクロチューブ１に収容された細
胞を、注射針のような先端が針状に形成された細胞採取器具を用いて効果的に回収できる
。
【００３０】
　また、容器本体１０の内面１３を、凹面部１３１に連続すると共に容器本体１０の軸方
向ＬＤに対して所定角度傾斜したテーパ面部１３２を含んで構成し、このテーパ面部１３
２の軸方向ＬＤに対するテーパ角度を１０°以下に構成した。これにより、マイクロチュ
ーブ１の底部１２側に集められた場合における細胞の層の厚さを好適に確保できるので、
先端が針状に形成された細胞採取器具による細胞の回収をより容易に行える。
【００３１】
　また、マイクロチューブ１を、脚部２０を含んで構成し、自立可能とした。これにより
、マイクロチューブ１の取扱い性を向上させられる。
【００３２】
　また、容量５００μＬ～１５００μＬのマイクロチューブ１に第１実施形態の凹面部１
３１及び／又はテーパ面部１３２の構成を適用することで、先端が針状に形成された細胞
採取器具による細胞の回収率を好適に高められる。
【００３３】
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　次に、本発明のマイクロチューブ１に収容した細胞の回収を補助する細胞回収補助具５
０及びマイクロチューブ１及び細胞回収補助具５０を備える細胞収容回収器具セット１０
０につき、図６～図９を参照しながら説明する。
　細胞回収補助具５０は、図６に示すように、両端が開口した円筒状に形成される、チュ
ーブ接続部５１と、筒状部５２と、を備える。
【００３４】
　チューブ接続部５１は、細胞回収補助具５０の一端部に配置され、マイクロチューブ１
の容器本体１０の上端部に接続可能に構成される。本実施形態では、チューブ接続部５１
は、容器本体１０の雄ねじ部１４に螺合可能な雌ねじ部５１１が内周面に形成された筒状
に構成される。
【００３５】
　筒状部５２は、チューブ接続部５１と一体的に形成される。筒状部５２は、チューブ接
続部５１が容器本体１０に接続された状態で容器本体１０の軸方向ＬＤに沿って延びる。
そして、この状態で、筒状部５２は、開口部１１を介して容器本体１０の内部に連通する
（図８参照）。
【００３６】
　筒状部５２の長さは、細胞の回収に用いられる細胞採取器具の針の長さに応じて適宜設
定できるが、脳外科の分野等において細胞を脳の深部に移植するために用いられる長針に
より細胞を好適に採取する観点から、１０ｃｍ～３０ｃｍであることが好ましい。筒状部
５２の内径は、長針を好適にマイクロチューブ１の内部に挿入する観点から、容器本体１
０の開口部１１の内径と同じ径に構成されることが好ましい。
　以上の細胞回収補助具５０は、容器本体１０を構成する材料と同様の硬質の合成樹脂に
より構成される。
【００３７】
　次に、細胞回収補助具５０の使用方法について説明する。
　細胞回収補助具５０は、遠心分離により容器本体１０の底部１２に集められた細胞を、
回収（採取）する場合に用いられる。細胞を回収する場合には、まず、図７及び８に示す
ように、キャップ３０を取り外した状態の容器本体１０の雄ねじ部１４にチューブ接続部
５１の雌ねじ部５１１を螺合させて細胞回収補助具５０を容器本体１０に接続する。
　次いで、図９に示すように、長針２１０及びシリンジ２２０を有する細胞採取器具２０
０の長針を、筒状部５２に差し込む。これにより、長針は、筒状部５２に案内されること
で容器本体１０の開口部１１に容易に挿入される。
　次いで、長針の先端部を容器本体１０の底部１２（凹面部１３１）に位置させ、細胞を
回収する。
【００３８】
　このように、細胞回収補助具５０を用いることで、特に、長針を有する細胞採取器具を
用いて細胞を回収する場合に、長針を容易にマイクロチューブ１に挿入できるので、マイ
クロチューブ１に収容した細胞の移植にかかる負担を軽減できる。
【００３９】
　次に、第２実施形態のマイクロチューブ１Ａにつき、図１０及び図１１を参照しながら
説明する。
　第２実施形態のマイクロチューブ１Ａは、テーパ面部１３２Ａ（内面１３Ａ）の構成に
おいて、第１実施形態と異なる。第２実施形態については、上述した第１実施形態と異な
る点を主に説明し、同様の点は同一の符号を付して説明を省略する。特に説明しない点は
、第１実施形態についての説明が適宜適用される。
【００４０】
　第２実施形態のマイクロチューブ１Ａでは、テーパ面部１３２Ａは、第１テーパ面部１
３５と、第２テーパ面部１３６と、を含んで構成される。第１テーパ面部１３５は、第１
実施形態におけるテーパ面部１３２に対応する。
　第２テーパ面部１３６は、第１テーパ面部１３５の開口部１１側に連続すると共に容器
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本体１０Ａの軸方向ＬＤに対して第１テーパ面部１３５のテーパ角度θよりも大きな角度
θ２傾斜している。
【００４１】
　第２実施形態では、第１テーパ面部１３５の軸方向ＬＤに対するテーパ角度θは、５°
に設定され、第２テーパ面部１３６の軸方向ＬＤに対するテーパ角度θ２は、１０°に設
定されている（図１０及び図１１参照）。
　また、第２実施形態では、脚部２０は、容器本体１０の第２テーパ面部１３６が位置し
ている部分の外周面から延出して形成されている。
【００４２】
　第２実施形態のマイクロチューブ１Ａによれば、第１実施形態と同様の効果を奏する他
、以下のような効果も奏する。
　容器本体１０Ａを、第１テーパ面部１３５と、この第１テーパ面部１３５のテーパ角度
θよりも大きな角度θ２傾斜した第２テーパ面部１３６と、を含んで構成した。これによ
り、第１テーパ面部１３５のテーパ角度θを小さくした場合であっても、第２テーパ面部
１３６のテーパ角度θ２を調整することで、容器本体１０に収容できる液体の量を増加さ
せられる。
【００４３】
　また、脚部２０を、容器本体１０の第２テーパ面部１３６が位置している部分の外周面
から延出させた。これにより、脚部２０の延出方向と第２テーパ面部１３６の延びる方向
との角度が小さくなりすぎることを防げる。よって、容器本体１０及び脚部２０を合成樹
脂部材により一体成形する場合に、テーパ面部１３２Ａと脚部２０との境界部分において
成形不良を起こりにくくできる。テーパ面部１３２Ａと脚部２０との境界部分における成
形不良を効果的に抑制する観点から、第２テーパ面部１３６の軸方向ＬＤに対するテーパ
角度θ２は、１０°～３０°であることが好ましい。
【００４４】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は上記実施形態には
制限されず、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更が可能である。
　例えば、第１実施形態及び第２実施形態では、容器本体１０，１０Ａとキャップ３０と
を別体で構成したが、これに限らない。即ち、例えば、図１２に示すように、マイクロチ
ューブ１Ｂを、容器本体１０Ｂとキャップ３０Ｂとを帯状の連結部材４０Ｂにより連結し
て一体的に構成してもよい。この場合、図１３に示すように、細胞回収補助具５０Ｂを、
チューブ接続部５１Ｂに形成され、連結部材４０Ｂが進入可能なスリット５３Ｂを含んで
構成することが好ましい。これにより、連結部材４０Ｂを有するマイクロチューブ１Ｂに
も対応可能な細胞回収補助具５０Ｂ、及び細胞収容回収器具セット１００Ｂを実現できる
。
　尚、この場合、マイクロチューブ１Ｂと細胞回収補助具５０Ｂとは、両者を液密に嵌合
させることで接続される。
【００４５】
　また、上記実施形態では、細胞回収補助具５０の筒状部５２におけるチューブ接続部５
１とは反対側の端面（長針２１０が差し込まれる側の端面）を、筒状部５２の軸方向に垂
直な面により構成したが、これに限らない。即ち、図１４に示すように、長針が差し込ま
れる側の端面の一部が軸方向に切り欠かれた切り欠き部５４Ｃを含んで細胞回収補助具５
０Ｃを構成してもよい。また、図１５に示すように、長針が差し込まれる側の端面を、筒
状部５２Ｄの軸方向に対して所定角度傾斜した傾斜面に形成して細胞回収補助具５０Ｄを
構成してもよい。これにより、長針を細胞回収補助具により差し込みやすくできる。
　尚、細胞回収補助具５０Ｃを、切り欠き部５４Ｃを含んで構成する場合、切り欠き部５
４Ｃの幅は、図１４に示す幅に限られない。例えば、切り欠き部５４Ｃを、長針が通過で
きる程度の幅のいわゆるスリット状に形成してもよい。
【００４６】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、マイクロチューブ１，１Ａを、脚部２０を
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ずに構成してもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、マイクロチューブと細胞回収補助具とを、螺合又は嵌合によ
り接続したが、これに限らない。即ち、マイクロチューブと細胞回収補助具との接続部分
から細胞が漏れないように液密に接続できれば、他の接続方法によって接続してもよい。
また、接続部分を、Ｏリングを含んで構成してもよい。
【実施例】
【００４８】
　次に、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるも
のではない。
【００４９】
　［細胞の回収率の測定］
　以下の表１に示す実施例１～３のマイクロチューブ及び比較例のマイクロチューブを作
製し、それぞれのマイクロチューブにつき、細胞の回収の容易さを測定した。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　細胞の回収の容易さの測定は、以下の手法及び手順により行った。
１．牛血６００ｍＬを３０００ｇで１０分間遠心分離した。
２．「１．」にて得られた血漿５０ｍＬを、５０ｍＬ遠沈管に移し残った血漿は廃棄した
。
３．「１．」にて得られたバフィーコート（白血球、血小板）を１５ｍＬ遠沈管に移した
。
４．「３．」にて得られたバフィーコートを２３３０ｇで１０分間遠心分離し、赤血球層
をスポイトで廃棄した。
５．「４．」に「２．」の血漿を適量加え細胞懸濁液とし、血球カウンターを用いて細胞
数（白血球数）をカウントした。（白血球数の目安として１０±２万／ｕＬ）＊細胞懸濁
液量は８ｍＬ程度となった。（必要液量は６ｍＬ以上）
６．細胞懸濁液５００ｕＬを実施例１～３、及び比較例のマイクロチューブ（計４本）に
分注した。（ｎ＝３）
７．「６．」を２００ｇで５分間遠心分離した。
８．２３Ｇ針とシリンジを用いて、細胞懸濁液を全量回収し、サンプリングチューブに移
した。
９．血球カウンターを用いて細胞数（白血球数）をカウントし、細胞回収率を算出した。
１０．１～９を２回実施した。（計ｎ＝６）結果を表２に示す。
【００５２】
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【表２】

【００５３】
　表２に示すように、凹面部の半径Ｒが０．８ｍｍ以下の各実施例のマイクロチューブに
よれば、いずれも９５％以上の高い率で細胞が回収できたことが確認された。特に、凹面
部の半径Ｒが０．１ｍｍであり、テーパ面部の軸方向に対するテーパ角度が５°である実
施例３のマイクロチューブでは、細胞の回収率が９９％以上と特に好適に細胞を回収でき
ることが確認された。
【符号の説明】
【００５４】
　１，１Ａ，１Ｂ　マイクロチューブ
　１０，１０Ａ，１０Ｂ　容器本体
　１１　開口部
　１２　底部
　１３　内面
　１４　雄ねじ部
　２０　脚部
　３０　キャップ（蓋体）
　３１　雌ねじ部
　５０　細胞回収補助具
　５１　チューブ接続部
　５２　筒状部
　１００，１００Ｂ　細胞収容回収器具セット
　１３２　テーパ面部
　１３５　第１テーパ面部（テーパ面部）
　１３６　第２テーパ面部
　ＬＤ　軸方向
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